








明治学院大学学則の変更の事由と変更点 

 

 

１．変更事由 

国際学部に国際キャリア学科を設置することに伴う変更。 

 

 

２．変更点 

第 1章 総則 第 2条 設置する学部・学科 

第 4条 入学定員・収容定員 

第 2章 学部等の目的・教育目標 

第 5条 人材養成上の目的・教育目標 

第 6章 試験・卒業および称号 

第 44 条 学位 

別表第 1 授業科目および履修方法の別表 

別表第 2-2 授業料 

別表第 2-4 設備費 
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規程名  明治学院大学学則  

 

新 旧 対 照 表 (案) 

 

新 旧 

第１章 総則 

(略) 

第２条 本学に次の学部および学科を置く。 

文学部 英文学科 フランス文学科 

 芸術学科 心理学科 

経済学部 経済学科 経営学科 

 国際経営学科 

社会学部 社会学科 社会福祉学科 

法学部 法律学科 政治学科 

 消費情報環境法学科 

国際学部 国際学科 国際キャリア学科 

心理学部 心理学科 教育発達学科 

文学部第二部 英文学科 

経済学部第二部 経済学科 経営学科 

(略) 

第４条 毎年入学させる学生定員および収容定員は，次の

とおりとする。 

  （入学定員）（収容定員） 

文学部 英文学科 200 800 

 フランス文学科 120 480 

 芸術学科 125 500 

 心理学科 0 0 

経済学部 経済学科 290 1,160 

 経営学科 180 720 

 国際経営学科 140 560 

第１章 総則 

(略) 

第２条 本学に次の学部および学科を置く。 

文学部 英文学科 フランス文学科 

 芸術学科 心理学科 

経済学部 経済学科 経営学科 

 国際経営学科 

社会学部 社会学科 社会福祉学科 

法学部 法律学科 政治学科 

 消費情報環境法学科 

国際学部 国際学科 

心理学部 心理学科 教育発達学科 

文学部第二部 英文学科 

経済学部第二部 経済学科 経営学科 

(略) 

第４条 毎年入学させる学生定員および収容定員は，次の

とおりとする。 

  （入学定員）（収容定員） 

文学部 英文学科 200 800 

 フランス文学科 120 480 

 芸術学科 125 500 

 心理学科 0 0 

経済学部 経済学科 290 1,160 

 経営学科 180 720 

 国際経営学科 140 560 



2 

社会学部 社会学科 230 920 

 社会福祉学科 240 960 

法学部 法律学科 280 1,120 

 政治学科 120 480 

 消費情報環境法学科 175 700 

国際学部 国際学科 220 880 

 国際キャリア学科 50 200 

心理学部 心理学科 160 640 

 教育発達学科 100 400 

計   2,630 10,520 

文学部第二部 英文学科 0 0 

経済学部第二部 経済学科 0 0 

 経営学科 0 0 

計  0 0 

総計  2,630 10,520 

 

第２章 学部等の目的・教育目標 

第５条 本学は学科ごとに、人材養成上の目的・教育目標

を以下に定める。 

(略) 

国際学部 

国際学部の教育目標は、現代のグローバル社会の諸相を

理解し、世界の平和と福祉に貢献する人材の育成である。 

グローバル社会の諸相を理解するためには、私たちが生活

している日本社会を十分に理解したうえで、グローバル社

会の諸問題を、政治・経済・文化の各分野から総合的に検

討するという研究方法が不可欠であり、この総合的で学際

的な研究方法こそ、本学部の顕著な特徴である。 

世界の平和と福祉に貢献する人材の育成のためには、現

実に生じている複合的な問題を整理し、その解決策を探る

だけではなく、世界の他の国の人々と直接コミュニケーシ

ョンし、共同で作業を行うという経験が必要である。本学

社会学部 社会学科 230 920 

 社会福祉学科 240 960 

法学部 法律学科 280 1,120 

 政治学科 120 480 

 消費情報環境法学科 175 700 

国際学部 国際学科 270 1,080 

 

心理学部 心理学科 160 640 

 教育発達学科 100 400 

計   2,630 10,520 

文学部第二部 英文学科 0 0 

経済学部第二部 経済学科 0 0 

 経営学科 0 0 

計  0 0 

総計  2,630 10,520 

 

第２章 学部等の目的・教育目標 

第５条 本学は学科ごとに、人材養成上の目的・教育目標

を以下に定める。 

(略) 

国際学部 

国際学部の教育目標は、現代のグローバル社会の諸相を

理解し、世界の平和と福祉に貢献する人材の育成である。 

グローバル社会の諸相を理解するためには、私たちが生活

している日本社会を十分に理解したうえで、グローバル社

会の諸問題を、政治・経済・文化の各分野から総合的に検

討するという研究方法が不可欠であり、この総合的で学際

的な研究方法こそ、本学部の顕著な特徴である。 

世界の平和と福祉に貢献する人材の育成のためには、現

実に生じている複合的な問題を整理し、その解決策を探る

だけではなく、世界の他の国の人々と直接コミュニケーシ

ョンし、共同で作業を行うという経験が必要である。本学
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部では全学生が在学中にこれらの国際的な経験を積むこ

とができるように配慮する。 

 

国際学科 

国際学科は、グローバル社会の諸問題に対する、政治・

経済・文化の各分野からの総合的な理解能力を涵養すると

ともに、多様な国際的実地経験を通して社会的知性をはぐ

くみ、文化の多様性に対する認識と異文化間コミュニケー

ション能力を持つ人材を養成することを目標とする。 

 

国際キャリア学科 

国際キャリア学科は、グローバル社会の諸問題に対す

る、政治・経済・文化の各分野からの総合的な理解能力を

涵養するとともに、多言語でのコミュニケーション能力を

身につけ、多様な環境の下に生きる人々と協力し、リーダ

ーシップを発揮できる能力を持つ人材を養成することを

目標とする。 

 

(略) 

第６章 試験・卒業および称号 

(略) 

第 44 条 本学卒業者には以下に定める学士の学位を授与

する。 

文学部 英文学科 学士（英文学） 

 フランス文学科 学士（フランス文学） 

 芸術学科 学士（芸術学） 

 心理学科 学士（心理学） 

経済学部 経済学科 学士（経済学） 

 経営学科 学士（経営学） 

 国際経営学科 学士（国際経営学） 

社会学部 社会学科 学士（社会学） 

 社会福祉学科 学士（社会福祉学） 

部では全学生が在学中にこれらの国際的な経験を積むこ

とができるように配慮する。 

 

国際学科 

国際学科は、グローバル社会の諸問題に対する、政治・

経済・文化の各分野からの総合的な理解能力を涵養すると

ともに、多様な国際的実地経験を通して社会的知性をはぐ

くみ、文化の多様性に対する認識と異文化間コミュニケー

ション能力を持つ人材を養成することを目標とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(略) 

第６章 試験・卒業および称号 

(略) 

第 44 条 本学卒業者には以下に定める学士の学位を授与

する。 

文学部 英文学科 学士（英文学） 

 フランス文学科 学士（フランス文学） 

 芸術学科 学士（芸術学） 

 心理学科 学士（心理学） 

経済学部 経済学科 学士（経済学） 

 経営学科 学士（経営学） 

 国際経営学科 学士（国際経営学） 

社会学部 社会学科 学士（社会学） 

 社会福祉学科 学士（社会福祉学） 
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法学部 法律学科 学士（法学） 

 政治学科 学士（政治学） 

 消費情報環境法学科 学士（法学） 

国際学部 国際学科 学士（国際学） 

 国際キャリア学科 学士（国際学） 

心理学部 心理学科 学士（心理学） 

 教育発達学科 学士（教育発達学） 

(略) 

 

付 則 

平成 23 年 4 月１日一部改正施行（第 2，4，5，44 条 国

際学部国際キャリア学科の設置。国際学部国際学科の収容

定員を変更。別表第１，別表第 2-2，別表第 2-4 の変更。） 

法学部 法律学科 学士（法学） 

 政治学科 学士（政治学） 

 消費情報環境法学科 学士（法学） 

国際学部 国際学科 学士（国際学） 

 

心理学部 心理学科 学士（心理学） 

 教育発達学科 学士（教育発達学） 

(略) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

規程名  大学学則－授業科目および履修方法の別表 国際キャリア学科   

 

新 旧 対 照 表(案) 

 

 

新 旧 

国際学部学科科目 

国際キャリア学科 

 

学術英語科目 

学術英語科目 I 

Introductory Seminar - Reading & Writing Sections 1A 4（必） 

Introductory Seminar - Reading & Writing Sections 1B 4（必） 

Critical Reading & Writing 1A 4（必） 

Critical Reading & Writing 1B 4（必） 

Multi-Media Communication & Research Writing 2A 4（必） 

Multi-Media Communication & Research Writing 2B 4（必） 

 

学術英語科目 II 

Tutorial/Lab 1A 1 

Tutorial/Lab 1B 1 

Academic & Seminar Skills 1A 4 

Academic & Seminar Skills 1B 4 

Tutorial/Lab 2A 1 

Tutorial/Lab 2B 1 

Academic & Seminar Skills 2A 4 

Academic & Seminar Skills 2B 4 

Tutorial 3A 1 

Tutorial 3B 1 
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Tutorial 4A 1 

Tutorial 4B 1 

Communication in the 21st C 2 

Communication in the 21st C - Discussion Section 2 

 

初級科目 

演習科目 

Introductory Seminar 1 4（必） 

Introductory Seminar 2 4（必） 

 

講義科目 

Global History A 2 

Global History B 2 

Introduction to Economics A 2 

Introduction to Economics B 2 

Introduction to Sociology 4 

International Law 4 

Regional Development and World Economy 4 

Introduction to International Relations 2 

Culture and Society 4 

Japanese Culture 4 

Intercultural Communication 2 

Community Development (Service Learning) 2 

Politics and Society in Japan 2 

Qualitative Methods 2 

Quantitative Methods 2 

Life and Career Development 1 2（必） 

Life and Career Development 2 2（必） 

Introduction to Information Literacy 2 

Information Literacy 2 
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上級科目 

講義科目 

International Disputes Settlement Procedures 4 

Peace Studies 2 

International Finance 2 

International Journalism 2 

International Political Economy 2 

Gender and Society 4 

Minorities Issues 4 

Buddhist Culture 4 

Islamic Culture 2 

Japanese Literature 4 

Japanese Popular Culture 2 

Inter-Cultural History 2 

Social Development (Service Learning) 2 

Localization: How to think and act locally (Service Learning) 2 

Contemporary Japanese Economy A 2 

Contemporary Japanese Economy B 2 

Chinese Economy 2 

Economy of West Asia 4 

Economy of South East Asia 4 

Regional Economic Integration 4 

Legal Issues in International Relations 2 

Minority Politics 2 

Workshop 2 

Contemporary Global Issues A 2 

Contemporary Global Issues B 2 

 

演習・実習科目 

Field Study Seminar 2 

Field Study A 4 

Field Study B 2 
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Internship A 6 

Internship B 4 

Independent Study A 4 

Independent Study B 2 

Graduation Seminar 2（必） 

Graduation Project A 4 

Graduation Project B 4 

 

国際学科科目 

講義科目 

国際経済論 4 

南北問題 4 

日本政治論 4 

比較文化論 4 

現代文学論 4 

日本語教授法 4 

環境経済論 4 

東北アジア地域研究（政治） 2 

ヨーロッパ芸術論 4 

 

卒業要件： 

 １．卒業に要する総単位数は、学術英語科目 24 単位(うち必修 24 単位)、明治学

院共通科目 12単位（うち必修 4単位）、初級科目22単位（うち必修 12単位）、

上級科目 34 単位（うち必修 2 単位）、フリーゾーン 38 単位、総合計 130 単位

以上とする。 

 ２．明治学院共通科目の外国語基本科目、外国語研究、留学生関連科目のうち、

英語を除く１ヶ国語８単位を選択必修とする。 

 履修科目の登録の上限： 1・2年次 各学期 23単位/年間 46単位 

  3 年次以降 各学期 24単位/年間 48単位  
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新 旧 

別表第 2-2 授業料 

 

授業料 

(1)文学部(英文学科･フランス文学科)、経済学部、社会学部、法学部 

区分 
2011 

年度生 

2010 

年度生 

2009 

年度生 

2008 

年度生 

第 1年次 781,000 781,000 781,000 781,000 

第 2年次 781,000 781,000 781,000 781,000 

第 3年次 781,000 781,000 781,000 781,000 

第 4年次 781,000 781,000 781,000 781,000 

 

(2)文学部(芸術学科) 

区分 
2011 

年度生 

2010 

年度生 

2009 

年度生 

2008 

年度生 

第 1年次 847,000 847,000 847,000 847,000 

第 2年次 847,000 847,000 847,000 847,000 

第 3年次 847,000 847,000 847,000 847,000 

第 4年次 847,000 847,000 847,000 847,000 

 

(3)国際学部（国際学科） 

区分 
2011 

年度生 

2010 

年度生 

2009 

年度生 

2008 

年度生 

第 1年次 831,000 831,000 831,000 831,000 

第 2年次 831,000 831,000 831,000 831,000 

第 3年次 831,000 831,000 831,000 831,000 

第 4年次 831,000 831,000 831,000 831,000 

 

(4)国際学部（国際キャリア学科） 

別表第 2-2 授業料 

 

授業料 

(1)文学部(英文学科･フランス文学科)、経済学部、社会学部、法学部 

区分 
2010 

年度生 

2009 

年度生 

2008 

年度生 

2007 

年度生 

第 1年次 781,000 781,000 781,000 781,000 

第 2年次 781,000 781,000 781,000 781,000 

第 3年次 781,000 781,000 781,000 781,000 

第 4年次 781,000 781,000 781,000 781,000 

 

(2)文学部(芸術学科) 

区分 
2010 

年度生 

2009 

年度生 

2008 

年度生 

2007 

年度生 

第 1年次 847,000 847,000 847,000 847,000 

第 2年次 847,000 847,000 847,000 847,000 

第 3年次 847,000 847,000 847,000 847,000 

第 4年次 847,000 847,000 847,000 847,000 

 

(3)国際学部 

区分 
2010 

年度生 

2009 

年度生 

2008 

年度生 

2007 

年度生 

第 1年次 831,000 831,000 831,000 831,000 

第 2年次 831,000 831,000 831,000 831,000 

第 3年次 831,000 831,000 831,000 831,000 

第 4年次 831,000 831,000 831,000 831,000 
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区分 
2011 

年度生 

第 1年次 951,000 

第 2年次 951,000 

第 3年次 951,000 

第 4年次 951,000 

 

(5)心理学部 

区分 
2011 

年度生 

2010 

年度生 

2009 

年度生 

2008 

年度生 

第 1年次 811,000 811,000 811,000 811,000 

第 2年次 811,000 811,000 811,000 811,000 

第 3年次 811,000 811,000 811,000 811,000 

第 4年次 811,000 811,000 811,000 811,000 

 

別表第 2-4  設備費 

 

区分 学部・学科 金額 

設備費 

（毎年次） 

国際学部国際キャリア学科 50,000 

心理学部心理学科  

（2009 年度生まで） 20,000 

（2010 年度生以降） 30,000 

心理学部教育発達学科 60,000 

上記以外の学部学科 20,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)心理学部 

区分 
2010 

年度生 

2009 

年度生 

2008 

年度生 

2007 

年度生 

第 1年次 811,000 811,000 811,000 811,000 

第 2年次 811,000 811,000 811,000 811,000 

第 3年次 811,000 811,000 811,000 811,000 

第 4年次 811,000 811,000 811,000 811,000 

 

別表第 2-4  設備費 

 

区分 学部・学科 金額 

 

設備費 

（毎年次） 

心理学部心理学科  

（2009 年度生まで） 20,000 

（2010 年度生以降） 30,000 

心理学部教育発達学科 60,000 

上記以外の学部学科 20,000 
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「教授会規程」について 

 

本学では独立した規程としての「教授会規程」は定められておりませんが、大学学則

の第 65 条から第 71 条に教授会の構成員と議決事項が定められています。 

 

 

『明治学院大学学則』(抜粋) 

第８章 職員組織 

 

第 65 条 学部（含む教養教育センター）に教授会を置き，教授をもって組織する。ただし，必

要により准教授，専任講師，助手を加えることができる。 

第 66 条 学部長は，教授会を招集し，その議長となる。 

２ 教授会は，次の事項を審議する。ただし，第 1号より第 5号までの事項については，その決

定は大学評議会の承認を得なければならない。 

 (1) 学部長候補者の推薦に関する事項 

 (2) 教員の任免，留学者の人選等学部の人事に関する事項 

 (3) 学部の予算編成に関する事項 

 (4) 学科の設置および廃止に関する事項 

 (5) 授業科目の設置および廃止に関する事項 

 (6) 学科課程ならびに履修指導に関する事項 

 (7) 入学，留学，退学，休学，転学科および編入学に関する事項 

 (8) 学生の賞罰に関する事項 

 (9) 試験および卒業に関する事項 

(10) 委託生，科目等履修生および外国人学生に関する事項 

(11) その他学部の組織運営に関する事項 

第 67 条 教養教育センター長は教授会を招集し，その議長となる。 

２ 教授会は次の事項を審議する。ただし，第1号より第4号までの事項については，その決定

は大学評議会の承認を得なければならない。 

(1) 教養教育センター長候補者の推薦に関する事項 

(2) 教員の任免，留学者の人選等教養教育センターの人事に関する事項 

(3) 教養教育センターの予算編成に関する事項 

(4) 授業科目の設置および廃止に関する事項 

(5) 授業科目の履修指導に関する事項 

(6) 試験および入学，卒業に関する事項 

(7) 委託生，科目等履修生および外国人学生に関する事項 

(8) その他教養教育センターの組織運営に関する事項 
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第68条 本学に大学評議会を置き，学長，学部（含む教養教育センター，法務職研究科）長と

各学部（含む教養教育センター，法務職研究科）教授会より選出された教授各 2名をもって

組織する。 

２ 学長は大学評議会を招集し，その議長となる。 

第 69 条 大学評議会は，下記の事項を審議する。 

(1) 学部（含む教養教育センター，法務職研究科）長候補者の推薦に関する事項 

(2) 教員の任免，留学者の人選等大学の人事に関する事項 

(3) 大学の予算編成に関する事項 

(4) 学部（含む教養教育センター），学科の設置および廃止に関する事項 

(4 の 2) 研究科，専攻の設置および廃止に関する事項 

(5) 授業科目の設置および廃止に関する事項 

(6) 大学の組織および運営に関する事項 

(7) 学則，その他重要規則の変更に関する事項 

(8) その他学内の連絡調整を要する事項 

第 70 条 本学に連合教授会を置き，各学部（含む教養教育センター，法務職研究科）の教授，

准教授，専任講師をもって組織する。 

２ 学長は連合教授会を招集し，その議長となる。ただし，必要により助手，副手および職員を

加えることができる。 

第 71 条 連合教授会は，次の事項を審議する。 

(1) 学長候補者の推薦に関する事項 

(2) 研究科，学部およびこれに準ずる組織の設置ならびに廃止に関する事項 

(3) その他学長の諮問した全学的事項 

 


